












① 遺留分減殺請求権から生ずる権利を

金銭債権化する。

② 金銭を直ちには準備できない受遺者又

は受贈者の利益を図るため、受遺者等の

請求により、裁判所が、金銭債務の全部

又は一部の支払につき相当の期限を許与

することができるようにする。










	表紙（表）
	2P
	3P
	4P
	5P
	7P
	8P
	9P
	10P
	11P
	表紙（裏）

